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被災者の生活再建・施設の早期復旧被災者の生活再建・施設の早期復旧
支援求める特別決議を採択支援求める特別決議を採択

道路網の整備求める各郡要望も決定道路網の整備求める各郡要望も決定

本
会
は
、
２
月
17
日
、
第
67
回
定
期

総
会
を
熊
本
市
の
ホ
テ
ル
熊
本
テ
ル
サ

で
開
催
し
、
県
内
町
村
議
会
の
議
長
や

事
務
局
長
、
郡
町
村
議
会
議
長
会
事
務

局
職
員
ら
約
70
人
が
出
席
し
た
。

総
会
で
は
、
平
成
29
年
度
歳
入
歳
出

予
算
の
ほ
か
、
昨
年
の
熊
本
地
震
や
豪

雨
災
害
に
伴
う
財
政
支
援
・
人
的
支
援

や
道
路
網
の
早
期
整
備
な
ど
を
求
め
る

各
郡
か
ら
の
要
望
事
項
、
熊
本
地
震
か

ら
の
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
特
別
決
議

な
ど
が
採
択
さ
れ
た
。

総
会
は
、ま
ず
寺
本
修
一
副
会
長（
芦

北
町
議
会
議
長
）
が
開
会
の
こ
と
ば
を

述
べ
、
松
尾
純
久
会
長
（
玉
東
町
議
会

議
長
）
の
挨
拶
の
後
、
表
彰
に
移
り
、

全
国
町
村
議
会
議
長
会
の
表
彰
者
14
人

と
本
会
の
表
彰
者
10
人
の
代
表
に
表
彰

状
を
授
与
し
た
。
ま
た
「
第
31
回
町
村

議
会
広
報
コ
ン
ク
ー
ル
」
で
特
別
評
を

受
賞
し
た
御
船
町
議
会
に
表
彰
状
を
伝

達
し
た
。

表
彰
の
後
、
来
賓
の
蒲
島
郁
夫
知
事

代
理
の
大
村
裕
司
県
総
務
部
理
事
兼
市

町
村
・
税
務
局
長
、
荒
木
泰
臣
県
町
村

会
会
長
（
嘉
島
町
長
）
か
ら
祝
辞
が
述

べ
ら
れ
、続
い
て
受
章
者
を
代
表
し
て
、

中
村
一
喜
男
山
都
町
議
会
議
長
の
被
表

彰
者
代
表
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
総
会
議
長
の
選
任
が
行
わ

れ
、
総
会
議
長
に
西
村
久
徳
五
木
村
議

会
議
長
を
選
任
し
議
事
に
入
っ
た
。

議
事
は
、
ま
ず
総
会
議
長
よ
り
会
議

録
署
名
人
の
指
名
が
行
わ
れ
、
平
野
昭

夫
南
小
国
町
議
会
議
長
、
林
賢
二
津
奈

木
町
議
会
議
長
が
指
名
さ
れ
た
。
続
い

て
、
会
務
報
告
の
後
、
平
成
27
年
度
歳

入
歳
出
決
算
が
上
程
さ
れ
、
監
事
の
村

挨拶をする松尾純久会長（玉東町議長）

代表謝辞を述べる中村一喜男山都町議長

総会議長の西村久徳五木村議長

第
67
回
定
期
総
会
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山
昇
多
良
木
町
議
会
議
長
の
監
査
報
告

を
受
け
た
後
、
満
場
一
致
で
認
定
さ
れ

た
。続

い
て
、
平
成
29
年
度
会
務
運
営
方

針
に
基
づ
く
、
総
額
３
０
４
０
万
８
千

円
の
同
年
度
予
算
が
議
題
と
さ
れ
、
原

案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。
次
に
、
各
郡

提
出
案
件
の
審
議
に
入
り
「
平
成
28
年

熊
本
地
震
及
び
梅
雨
前
線
豪
雨
災
害
に

伴
う
財
政
支
援
並
び
に
人
的
支
援
に
つ

い
て
」
他
全
15
件
が
一
括
提
案
さ
れ
、

全
て
の
案
件
を
各
関
係
機
関
に
要
望
す

る
こ
と
に
決
定
し
た
。

引
き
続
き
、
宣
言
に
入
り
、
昨
年
の

熊
本
地
震
や
豪
雨
災
害
か
ら
の
復
旧
・

復
興
へ
の
取
組
み
を
加
速
化
さ
せ
る
と

と
も
に
、
人
口
減
少
の
克
服
と
地
方
創

生
の
実
現
を
図
る
旨
の
宣
言
を
、
理
事

の
片
山
裕
治
氷
川
町
議
会
議
長
が
朗
読

し
、
満
場
の
拍
手
を
も
っ
て
賛
意
が
表

明
さ
れ
た
。

次
に
、
決
議
に
入
り
、
熊
本
地
震
・

豪
雨
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
対
す

る
財
政
支
援
、
議
会
機
能
の
強
化
や
報

酬
等
議
員
の
待
遇
改
善
、
地
方
創
生
の

さ
ら
な
る
推
進
や
町
村
財
政
の
強
化
な

ど
16
項
目
を
内
容
と
す
る
決
議
を
、
理

事
の
友
田
政
春
相
良
村
議
会
議
長
が
朗

読
し
、
同
じ
く
満
場
の
拍
手
を
も
っ
て

賛
意
が
表
明
さ
れ
た
。

ま
た
今
回
の
総
会
で
は
、
国
に
よ
る

財
政
支
援
の
明
確
な
担
保
と
長
期
的
支

援
、
中
長
期
的
な
職
員
派
遣
、
被
災
者

の
生
活
支
援
を
漏
れ
な
く
実
施
す
る
た

め
の
環
境
整
備
、
公
共
イ
ン
フ
ラ
の
早

期
復
旧
と
財
政
支
援
な
ど
を
盛
り
込
ん

だ
「『
平
成
28
年
熊
本
地
震
』
か
ら
の

復
旧
・
復
興
に
関
す
る
特
別
決
議
」
が

提
案
さ
れ
、
理
事
の
緒
方
哲
哉
甲
佐
町

議
会
議
長
が
朗
読
し
、
同
じ
く
満
場
の

拍
手
を
も
っ
て
賛
意
が
表
明
さ
れ
た
。

こ
の
後
、
採
択
し
た
各
郡
か
ら
の
要

望
事
項
、
宣
言
、
決
議
、
特
別
決
議
の

実
現
を
図
る
た
め
、
実
行
運
動
方
法
が

協
議
さ
れ
、
関
係
各
方
面
へ
の
要
望
に

つ
い
て
、
本
会
正
副
会
長
及
び
各
理
事

に
一
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

以
上
す
べ
て
の
付
議
事
件
の
審
議
を

終
了
し
、
田
上
更
生
副
会
長
（
高
森
町

議
会
議
長
）が
閉
会
の
こ
と
ば
を
述
べ
、

本
総
会
を
閉
じ
た
。

総
会
終
了
後
、
引
き
続
き
同
ホ
テ
ル

に
お
い
て
出
席
者
に
よ
る
懇
談
会
を
開

催
し
た
。

懇
談
会
で
は
、
本
会
の
松
尾
会
長
、

来
賓
の
吉
永
和
世
熊
本
県
議
会
議
長

(

当
時)

や
荒
木
県
町
村
会
会
長
の
挨

拶
の
後
、
寺
本
副
会
長
の
乾
杯
の
挨
拶

で
懇
談
に
移
り
、
議
長
や
議
会
事
務
局

長
同
士
の
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ

た
。最

後
に
、
田
上
副
会
長
が
締
め
の
挨

拶
を
行
い
、
盛
会
の
う
ち
に
懇
談
会
を

終
え
た
。

出席した県内町村議会議長・事務局長ら

懇談会で挨拶をする松尾会長

議長・事務局長らによる活発な意見交換が行われた
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各郡からの要望（各郡提出案件）
件　　　名 提出郡名

第１ 平成 28 年熊本地震及び梅雨前線豪雨災害に伴う財政支援並びに人的支援について 全郡共同提出

第２ 町道金
かなぎつるごえ

木鶴越線の事業促進について 下益城郡

第３ 砂防堰
えんてい

堤等の新規建設について 下益城郡

第４ 地域高規格道路 有明海沿岸道路（Ⅱ期）の整備について 玉名郡

第５ 菊池南部地域における交通渋滞緩和について 菊池郡

第６ 「平成 28 年熊本地震」道路等の災害復旧について 阿蘇郡

第７ 主要地方道矢部阿蘇公園線 未供用区間の早期着工について 阿蘇郡・上益城郡

第８ 九州中央自動車道　嘉島・矢部間の早期完成について 上益城郡

第９
熊本都市圏南東部地域の道路網の強化について
（一般県道六

ろっかあきつしんまち

嘉秋津新町線の抜本的整備）
上益城郡

第 10 県道御船甲佐線の「田
たぐちばし

口橋」架け替えについて 上益城郡

第 11 河川の整備促進について 八代郡

第 12 交通・産業基盤及び農業生産基盤の整備について 葦北郡

第 13 球磨川における抜本的な治水対策の促進について 球磨郡

第 14 球磨地域幹線道路網の整備促進について 球磨郡

第 15 熊本天草幹線道路の早期整備について 天草郡

　

宣　

言

　

我
々
町
村
は
、
歴
史
・
伝
統
文
化
を
守
り
、
食
糧
の
安
定
供
給
や
水
資
源
の
涵
養
、

自
然
環
境
の
保
全
な
ど
に
努
め
、
地
域
の
特
性
や
資
源
を
活
か
し
、
住
民
と
協
働

し
な
が
ら
、
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
自
主
的
・
自
立
的
に
進
め
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
景
気
は
、
こ
れ
ま
で
緩
や
か
な
回
復
基
調
が
続
い

て
い
る
も
の
の
、
町
村
に
お
い
て
は
、
人
口
減
少
に
よ
る
過
疎
化
・
高
齢
化
の
進

行
の
中
で
、
依
然
と
し
て
深
刻
な
経
済
・
雇
用
情
勢
が
続
い
て
お
り
、
地
域
の
活

力
は
減
退
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
昨
年
４
月
に
発
生
し
た
平
成
28
年
熊
本
地
震
及
び
６
月
の
豪

雨
災
害
は
、
県
内
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
被
災
し
た
町
村
は
、
本
格
的

な
復
旧
・
復
興
に
向
け
、
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
解
決
す
べ
き
課
題
は
山

積
し
て
い
る
。

　

今
こ
そ
、
国
と
地
方
が
一
体
と
な
っ
て
、
本
格
的
な
復
旧
・
復
興
へ
の
取
組
み

を
加
速
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
人
口
減
少
の
克
服
と
地
方
創
生
の
実
現
を
図
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

政
府
の
方
針
を
受
け
、
全
国
の
町
村
は
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
施
策
を
盛
り
込

ん
だ
地
方
版
総
合
戦
略
等
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
地
方
創
生
は
本
格
的
な

事
業
展
開
に
取
り
組
む
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

　

国
に
お
い
て
は
、
町
村
が
施
策
を
進
め
る
上
で
支
障
と
な
る
法
令
や
制
度
等
に

つ
い
て
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
町
村
が
実
施
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
制
度
的

に
も
財
政
的
に
も
支
援
す
る
よ
う
求
め
る
も

の
で
あ
る
。

　

我
々
町
村
議
会
は
、
地
域
住
民
の
代
表
と

し
て
、
決
意
を
新
た
に
、
そ
の
責
務
の
重
大

さ
を
深
く
自
覚
し
、
創
造
性
に
富
ん
だ
地
域

社
会
の
構
築
と
、町
村
自
治
の
進
展
の
た
め
、

全
力
で
邁
進
す
る
こ
と
を
こ
こ
に
誓
う
。

　

以
上
、
宣
言
す
る
。

平
成
29
年
２
月
17
日　
　
　
　
　

熊
本
県
町
村
議
会
議
長
会　
　

第
67
回
定
期
総
会

宣言を朗読する片山裕治理事（氷川町議長）
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決　

議

一　

熊
本
地
震
及
び
豪
雨
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
対
す
る

　
　

財
政
支
援
と
大
規
模
災
害
対
策
の
確
立
を
期
す
る

一　

議
会
機
能
の
強
化
及
び
報
酬
等
議
員
の
待
遇
改
善
を
期
す
る

一　

地
方
創
生
の
さ
ら
な
る
推
進
を
期
す
る

一　

分
権
型
社
会
の
実
現
と
道
州
制
導
入
反
対
を
期
す
る

一　

町
村
財
政
の
強
化
を
期
す
る

一　

農
林
水
産
業
振
興
対
策
の
強
化
を
期
す
る

一　

中
小
企
業
振
興
対
策
の
強
化
を
期
す
る

一　

環
境
保
全
対
策
の
推
進
を
期
す
る

一　

情
報
化
施
策
の
推
進
を
期
す
る

一　

地
域
保
健
医
療
の
向
上
及
び
医
療
保
険
制
度
の
改
善
を
期
す
る

一　

少
子
化
対
策
の
推
進
及
び
社
会
福
祉
対
策
の
強
化
を
期
す
る

一　

教
育
・
文
化
の
振
興
を
期
す
る

一　

交
通
及
び
生
活
環
境
の
整
備
促
進
を
期
す
る

一　

消
防
体
制
の
強
化
を
期
す
る

一　

国
土
政
策
の
推
進
を
期
す
る

一　

過
疎
地
域
の
振
興
を
期
す
る

　

以
上
、
決
議
す
る
。

平
成
29
年
２
月
17
日　
　
　
　

熊
本
県
町
村
議
会
議
長
会　

第
67
回
定
期
総
会

　
「
平
成
28
年
熊
本
地
震
」
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
特
別
決
議

　

昨
年
４
月
14
日
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・
５
、
同
月
16
日
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
・
３
、
最
大
震
度
７
を
観

測
し
た
「
平
成
28
年
熊
本
地
震
」
は
、
現
在
も
な
お
４
千
回
を
超
え
る
余
震
が
続
い
て
い
る
。

　

か
つ
て
私
た
ち
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
二
度
に
も
わ
た
る
大
地
震
は
、家
屋
の
倒
壊
、公
共
施
設
の
損
壊
、

道
路
の
崩
落
・
寸
断
な
ど
、
県
内
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
多
く
の
尊
い
命
が
犠
牲
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
６
月
の
大
雨
に
よ
る
豪
雨
被
害
で
は
、
地
震
に
よ
る
地
盤
へ
の
影
響
も
重
な
り
、
県
内
の
被
害
は

さ
ら
に
拡
大
し
、
住
民
生
活
や
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

被
災
町
村
で
は
、
国
・
県
を
は
じ
め
、
県
内
外
自
治
体
職
員
の
派
遣
及
び
支
援
を
受
け
、
一
日
も
早
い
復
旧
・

復
興
に
向
け
て
、
現
在
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
被
災
町
村
は
中
山
間
地
も
多
く
、
財
政
基
盤
も
脆
弱
で
あ
り
、
被
災
者
の
生
活
支
援
を

は
じ
め
、
地
域
の
生
活
基
盤
を
速
や
か
に
回
復
し
て
い
く
た
め
に
は
、
国
や
県
に
よ
る
強
力
な
支
援
が
不
可

欠
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
下
記
事
項
の
実
現
を
図
る
よ
う
、
強
く
要
請
す
る
。

記

１　

今
後
、
町
村
が
財
政
面
で
安
心
感
を
も
っ
て
復
旧
・
復
興
に
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
、
国
に
よ
る
財
政

支
援
へ
の
明
確
な
担
保
と
長
期
的
な
支
援
に
つ
い
て
、
特
別
の
立
法
措
置
も
含
め
、
東
日
本
大
震
災
を
踏

ま
え
た
特
別
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

２　

自
力
で
の
住
宅
再
建
が
困
難
な
被
災
者
が
、
将
来
確
実
に
住
居
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
公
営
住
宅
の
提

供
等
に
つ
い
て
、
最
大
限
の
支
援
を
行
う
こ
と
。

３　

地
震
に
よ
り
生
活
基
盤
を
失
い
、
未
だ
厳
し
い
環
境
で
生
活
再
建
に
取
り
組
ん
で
い
る
被
災
者
に
対
し
、

保
健
・
医
療
・
福
祉
、
教
育
、
心
の
ケ
ア
な
ど
生
活
全
般
に
わ
た
る
き
め
細
か
い
支
援
に
つ
い
て
、
被
災

者
の
状
況
把
握
を
着
実
に
行
い
な
が
ら
、
漏
れ
な
く
実
施
で
き
る
環
境
が
整
え
ら
れ
る
よ
う
最
大
限
の
支

援
を
行
う
こ
と
。

４　

被
災
し
た
建
築
物
等
の
が
れ
き
を
は
じ
め
と
す
る
災
害
廃
棄
物
の
早
期
処
理
の
た
め
、
そ
れ
ら
に
係
る

撤
去
等
必
要
な
経
費
に
対
し
、
特
別
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

５　

大
き
な
被
害
を
受
け
た
道
路
・
橋
梁
・
空
港
等
の
公
共
土
木
施
設
、
農
林
水
産
業
施
設
、
学
校
教
育
施
設
、

庁
舎
等
の
早
期
復
旧
と
財
政
措
置
を
含
め
た
支
援
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

　
　

ま
た
、
農
林
水
産
業
者
、
商
工
業
者
、
観
光
業
者
等
が
事
業

　

継
続
や
経
営
再
建
で
き
る
よ
う
、
税
財
政
支
援
、
金
融
支
援
の

　

拡
充
と
風
評
被
害
等
に
対
す
る
対
策
や
支
援
を
行
う
こ
と
。

６　

県
内
外
か
ら
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
的
な
支
援

　

と
な
る
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、
派
遣
元
・
派
遣
先
自
治
体
と

　

も
に
財
政
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
万
全
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　

以
上
、
特
別
決
議
す
る
。

平
成
29
年
２
月
17
日　
　
　
　

熊
本
県
町
村
議
会
議
長
会　

第
67
回
定
期
総
会

決議を朗読する友田政春理事（相良村議長）

特別決議を朗読する緒方哲哉理事
（甲佐町議長）
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２
月
17
日
の
第
67
回
定
期
総
会
で
議

決
を
経
た
、
平
成
29
年
度
会
務
運
営
方

針
及
び
事
業
計
画
・
予
算
等
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

第
１　

基
本
方
針

本
会
は
、
町
村
の
振
興
発
展
と
議
会

機
能
の
充
実
強
化
に
寄
与
す
る
た
め
、

時
代
に
即
応
し
た
新
た
な
発
想
の
も
と

で
、
会
務
運
営
の
合
理
化
と
活
性
化
に

努
め
、
有
効
適
切
な
各
種
事
業
を
積
極

的
に
展
開
す
る
。

ま
た
、
町
村
議
会
の
使
命
と
役
割
の

適
正
・
円
滑
な
遂
行
に
資
す
る
た
め
、

的
確
な
政
策
情
報
、動
向
等
を
把
握
し
、

資
料
の
収
集
と
提
供
を
迅
速
か
つ
積
極

的
に
行
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
会
は
次
の
と

お
り
、
平
成
29
年
度
の
諸
事
業
を
決
定

し
、
各
郡
町
村
議
会
議
長
会
、
各
町
村

議
会
及
び
関
係
諸
団
体
と
緊
密
に
連
携

し
な
が
ら
、
そ
の
目
的
達
成
に
努
め
る

こ
と
と
す
る
。

第
２　

重
点
施
策

１　

熊
本
地
震
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の

　

早
期
実
現

２　

真
の
地
方
創
生
の
早
期
実
現

３　

町
村
税
財
源
の
充
実
強
化

４　

議
会
機
能
の
充
実
強
化

第
３　

政
策
目
標

１　

熊
本
地
震
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の

　

早
期
実
現
と
大
規
模
災
害
対
策
の

　

確
立

２　

議
会
機
能
の
強
化
及
び
報
酬
等
議

　

員
の
待
遇
改
善
、
監
査
機
能
の
強
化

３　

地
方
創
生
の
さ
ら
な
る
推
進

４　

分
権
型
社
会
の
実
現
と
町
村
財
政

　

の
強
化

５　

農
業
・
農
村
振
興
対
策
、
森
林
・

　

林
業
・
山
村
振
興
対
策
、
水
産
業
・

　

漁
村
振
興
対
策
の
強
化

６　

中
小
企
業
振
興
対
策
の
強
化

７　

環
境
保
全
対
策
の
推
進
と
生
活
環

　

境
施
設
の
整
備
促
進

８　

情
報
化
施
策
の
推
進

９　

地
域
保
健
医
療
の
向
上
と
医
療
保

　

険
制
度
の
改
善

10　

介
護
・
高
齢
者
福
祉
、
少
子
化
・

　

社
会
福
祉
対
策
の
強
化

11　

教
育
・
文
化
の
振
興

12　

消
防
体
制
の
強
化

13　

交
通
体
系
の
整
備
促
進
と
国
土
政

　

策
の
推
進

14　

過
疎
地
域
の
振
興

15　

定
期
総
会
の
決
議
事
項
等
の
趣
旨

　

実
現

第
４　

事
業
計
画
及
び
予
算

本
会
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
く
重
点

施
策
及
び
政
策
目
標
を
具
現
化
す
べ

く
、
平
成
29
年
度
事
業
計
画
を
次
の
と

お
り
計
画
し
、
所
期
の
目
的
が
十
分
達

成
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、
特

に
、
政
務
活
動
の
積
極
的
な
展
開
、
議

案
審
議
の
参
考
資
料
と
す
る
た
め
の
諸

調
査
及
び
職
責
に
応
じ
た
各
種
研
修
内

平成 29年度の会務運営方針、平成 29年度の会務運営方針、
事業計画・予算等を決定事業計画・予算等を決定



【7】　平成 29 年３月 31 日 第 62 号く ま も と 議 長 会 報

容
の
充
実
に
努
め
る
。

予
算
の
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、
深
刻

な
経
済
情
勢
の
影
響
か
ら
、
町
村
は
厳

し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
、
本
会
と
し
て
も
極
力
、
効

率
化
と
節
減
に
努
め
る
も
の
と
し
、
本

年
度
の
町
村
負
担
金
総
額
は
、
市
町
村

振
興
協
会
か
ら
の
補
助
金
等
の
収
入
も

踏
ま
え
、
前
年
度
同
額
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

１　

諸
会
議

⑴　

定
期
総
会 

１
回

⑵　

臨
時
総
会 

１
回

⑶　

理
事
会
議 

６
回

⑷　

正
副
会
長
会
議 

２
回

⑸　

監
査
会
議 

２
回

⑹　

郡
事
務
局
長
会
議 

６
回

⑺　

事
務
説
明
会 

１
回

２　

諸
研
修
会

⑴　

議
長
研
修
会 

１
回

⑵　

正
副
議
長
研
修
会 

１
回

⑶　

常
任
委
員
長
・
議
会
運
営　
　

　
　
　

委
員
長
研
修
会 

１
回

⑷　

議
員
研
修
会 

１
回

⑸　

新
議
員
研
修
会 

１
回

⑹　

議
会
広
報
研
修
会 

１
回

⑺　

議
会
事
務
局
職
員
研
修
会 

１
回

⑻　

監
査
委
員
研
修
会 

２
回

（
参
考
）
全
国
町
村
議
会
議
長
会
等

主
催
事
業

⑴　

町
村
議
会
議
長
・
副
議
長
研
修
会

⑵　

町
村
議
会
広
報
研
修
会

⑶　

町
村
議
会
事
務
局
職
員
研
修
会

⑷　

町
村
議
会
議
長
全
国
大
会

⑸　

町
村
監
査
委
員
全
国
研
修
会

３　

諸
調
査
等

⑴　

町
村
議
会
実
態
調
査

⑵　

町
村
長
等
・
議
会
議
員
・
一
般
職
・

　
　
　

各
種
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及

　
　
　

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
調
査

⑶　

町
村
監
査
委
員
に
関
す
る
実
態

　
　
　

調
査

４　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
情
報
提
供

本
会
の
組
織
紹
介
や
役
員
・
議
員
の

名
簿
、
事
業
計
画
、
活
動
報
告
、
実
態

調
査
等
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
内
町
村
議
会

関
係
者
に
必
要
な
情
報
を
迅
速
に
提
供

す
る
と
と
も
に
、
本
会
の
活
動
を
広
く

ア
ピ
ー
ル
す
る
。
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昨
年
４
月
に
発
生
し
た
「
平
成
28
年
熊
本
地
震
」
に
際
し
、

全
国
各
地
の
町
村
議
会
議
長
会
や
町
村
議
会
か
ら
本
会
へ
い
た

だ
い
た
御
見
舞
金
は
、
昨
年
10
月
14
日
（
前
震
か
ら
半
年
）
時

点
で
、２
８
４
８
万
６
４
１
０
円
と
な
っ
た
。い
た
だ
い
た
方
々

の
内
訳
は
、
議
長
会
が
42
団
体
、
議
会
が
１
１
９
議
会
、
個
人

が
３
人
と
な
っ
て
い
る
。

本
会
は
、
第
一
次
配
分
と
し
て
、
お
よ
そ
87
パ
ー
セ
ン
ト
に

あ
た
る
２
４
７
７
万
円
を
、
被
災
し
た
県
内
20
町
村
へ
配
分
し

た
。
町
村
ご
と
の
具
体
的
な
配
分
額
は
、
昨
年
10
月
14
日
時
点

の
被
害
状
況
（
人
的
被
害
・
住
家
被
害
）
に
応
じ
て
決
定
し
た
。

特
に
、
被
害
が
大
き
か
っ
た
７
町
村
に
は
、
本
会
正
副
会
長

が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
場
を
訪
れ
、
町
村
長
や
議
長
ら
に
御
見
舞
金

の
目
録
を
贈
呈
し
た
。
昨
年
11
月
28
日
に
、
大
津
町
、
南
阿
蘇

村
、
西
原
村
、
益
城

町
、
ま
た
12
月
22
日

に
、
御
船
町
、
嘉
島

町
、
甲
佐
町
を
訪
れ

た
。第

二
次
配
分
は
、

そ
の
後
の
被
害
状
況

の
変
動
を
踏
ま
え
配

分
す
る
予
定
で
あ

り
、
時
期
は
未
定
。

全国から本会へ御見舞金 2800 万円超全国から本会へ御見舞金 2800 万円超
正副会長から被災町村へ目録を贈呈正副会長から被災町村へ目録を贈呈

益城町の西村博則町長（左から２人目）と稲田忠則議長（左端）
に御見舞金の目録を渡す正副会長＝昨年 11月 28日

大津町の家入勲町長（左から２人目）と大塚龍一郎議長（左端）
（当時）に御見舞金の目録を渡す正副会長＝昨年 11月 28日

南阿蘇村の長野敏也村長（左から２人目）（当時）と荒牧俊一議長（左
端）に御見舞金の目録を渡す松尾純久会長（中央）、寺本修一副会
長（右から２人目）、田上更生副会長（右端）＝昨年11月 28日

甲佐町の師富省三副町長（左から２人目）と緒方哲哉議長（左
端）に御見舞金の目録を渡す正副会長＝昨年 12月 22日

西原村の日置和彦村長（左から３人目）、宮田勝則議長（同２
人目）、内田安弘副村長（左端）に御見舞金の目録を渡す正副
会長＝昨年 11月 28日

熊本
地震
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御見舞いと御礼

　昨年４月に発生した「平成28年熊本地震」から、早いもので

一年を迎えます。

　改めまして、この度の地震災害により、尊い命を失われた皆

様のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被害を受け

られました皆様に対し心より御見舞い申し上げます。

　この間、全国各地の町村議会議長会様や町村議会様、個人様

より、ご厚情あふれる御見舞金等をいただきました。この場を

お借りいたしまして、衷心より御礼申し上げます。

熊本県町村議会議長会

嘉島町の荒木泰臣町長（右から２人目）と川上國治議長（右端）
に御見舞金の目録を渡す正副会長＝昨年 12月 22日

御船町の本田安洋副町長（左から２人目）と井本昭光議長（左
端）に御見舞金の目録を渡す正副会長＝昨年 12月 22日
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政
府
は
３
月
10
日
、
地
方
公
共
団
体

の
適
正
な
事
務
処
理
の
確
保
な
ど
を
目

的
と
し
て
、
監
査
制
度
の
充
実
強
化
な

ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
地
方
自
治
法
等
の

一
部
改
正
法
案
」
を
閣
議
決
定
し
、
国

会
に
提
出
し
た
。

内
容
は
▽
監
査
委
員
が
監
査
を
行
う

に
当
た
り
監
査
基
準
に
従
う
こ
と
▽
議

選
監
査
委
員
の
選
任
を
選
択
制
と
す
る

こ
と
▽
議
会
が
決
算
を
不
認
定
と
し
長

が
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
議
会
へ
報
告

す
る
こ
と
▽
長
は
内
部
統
制
に
関
す
る

方
針
を
定
め
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
法
改
正
は
、
第
31
次
地
方
制

度
調
査
会
（
地
制
調
）
が
昨
年
３
月
に

取
り
ま
と
め
た
「
人
口
減
少
社
会
に
的

確
に
対
応
す
る
地
方
行
政
体
制
及
び
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」

を
受
け
た
も
の
。

一
部
改
正
法
の
施
行
期
日
は
、
監
査

基
準
の
策
定
や
長
の
内
部
統
制
な
ど
は

２
０
２
０
（
平
成
32
）
年
４
月
１
日
、

議
選
監
査
委
員
の
選
択
制
、
決
算
不
認

定
に
関
す
る
規
定
な
ど
は
来
年
４
月
１

日
と
し
て
い
る
。

法
案
は
、
衆
参
両
議
院
で
今
後
審
議

さ
れ
る
。

監
査
基
準
策
定
が
義
務
化
・
議
選

監
査
委
員
が
選
択
制
に

地
制
調
の
答
申
で
は
、
監
査
の
実
効

性
を
確
保
す
る
た
め
「
地
方
公
共
団
体

に
共
通
す
る
規
範
と
し
て
、
統
一
的
な

基
準
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し

て
い
た
。

そ
れ
を
受
け
、
今
回
の
法
改
正
案
で

は
、
監
査
制
度
の
充
実
強
化
策
の
一
つ

と
し
て
「
監
査
委
員
は
、
監
査
基
準
に

従
い
、
監
査
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
た
。

現
在
、
全
国
町
村
監
査
委
員
協
議
会

（
全
国
監
査
協
）
な
ど
監
査
関
係
団
体

が
都
道
府
県
、
都
市
、
町
村
ご
と
に
存

在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
監
査
の
標
準
と
な
る

基
準
を
策
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
基
準

を
適
用
す
る
か
ど
う
か
は
各
団
体
の
判

断
と
な
っ
て
い
る
。

法
改
正
後
は
、
全
団
体
で
監
査
基
準

を
定
め
、
そ
れ
に
従
い
監
査
や
、
例
月

出
納
検
査
、
決
算
審
査
等
を
行
う
こ
と

と
な
る
。

監
査
基
準
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
地

制
調
の
答
申
で
は
、
監
査
の
実
効
性
を

確
保
す
る
た
め
「
そ
の
内
容
は
国
が
定

め
る
の
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
が

共
同
し
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。」
と

し
て
い
た
。

実
際
の
法
改
正
案
で
は
、
最
終
的
に

「
監
査
基
準
は
監
査
委
員
が
定
め
る
も

の
」
と
さ
れ
「
国
（
総
務
大
臣
）
は
、

地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
監
査
基
準
の

策
定
に
つ
い
て
、
指
針
を
示
す
と
と
も

に
、
必
要
な
助
言
を
行
う
」
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
全
国
監
査
協
は
１
月

26
日
に
開
催
し
た
第
26
回
定
期
総
会
で

採
択
し
た
要
望
の
中
で
「
国
が
定
め
る

参
酌
基
準
は
、
町
村
の
実
情
を
踏
ま
え

た
基
本
的
事
項
に
と
ど
め
る
べ
き
」
と

し
「
そ
の
際
、
全
国
監
査
協
が
国
の
参

酌
基
準
を
基
に
監
査
基
準
を
策
定
し
、

そ
れ
を
基
本
と
し
て
各
町
村
が
策
定
す

る
仕
組
み
と
す
る
べ
き
」と
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
地
制
調
答
申
に
基
づ
き
、

監
査
委
員
の
権
限
強
化
策
と
し
て
「
監

査
委
員
は
、
監
査
結
果
報
告
の
う
ち
、

必
要
な
措
置
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
、
勧
告
を
受
け
た
長
等
は
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
内
容
を
監
査

委
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
た
。

監
査
体
制
の
見
直
し
と
し
て
「
条
例

で
議
選
監
査
委
員
を
選
任
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
」
と
し
た
。
地

制
調
答
申
で
は
「
実
効
性
あ
る
監
査
を

行
う
た
め
議
選
監
査
委
員
の
役
割
を
評

価
す
る
考
え
方
が
あ
る
」
一
方
で
「
監

査
委
員
は
よ
り
独
立
性
や
専
門
性
を
発

揮
し
た
監
査
を
実
施
し
、
議
会
は
議
会

と
し
て
の
監
視
機
能
に
特
化
し
て
い
く

と
い
う
考
え
方
も
あ
る
」
と
し
、
各
団

体
の
判
断
で
議
選
監
査
委
員
を
置
か
な

い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
。

「
監
査
基
準
」
全
団
体
で
策
定
義
務
・

「
監
査
基
準
」
全
団
体
で
策
定
義
務
・

議
選
監
査
委
員
設
置　

選
択
制
に　

議
選
監
査
委
員
設
置　

選
択
制
に　

政
府　

改
正
法
案
を
国
会
へ
提
出

政
府　

改
正
法
案
を
国
会
へ
提
出

地方自治法地方自治法
改　正改　正
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監
査
基
準
の
策
定
や
研
修
の
実
施
、

人
材
の
あ
っ
せ
ん
、
監
査
実
務
の
情
報

の
蓄
積
や
助
言
等
を
行
う
「
監
査
を
支

援
す
る
全
国
的
な
共
同
組
織
の
構
築
」

に
つ
い
て
は
、
今
回
の
法
改
正
案
で
は

見
送
ら
れ
た
。

ま
た
、
全
国
監
査
協
が
例
年
要
望
し

て
い
る
「
監
査
事
務
局
を
必
置
制
と
す

る
」
こ
と
や
「
監
査
委
員
は
議
会
に
お

い
て
選
任
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と

も
、
改
正
案
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ

た
。決

算
不
認
定
に
「
長
の
説
明
責
任
」・

た
だ
し「
長
が
措
置
を
講
じ
た
と
き
」

平
成
26
年
６
月
、
都
道
府
県
、
市
議

会
、
町
村
議
会
の
全
国
三
議
長
会
は
合

同
で
地
制
調
の
専
門
小
委
員
会
に
対
し

「
重
点
検
討
項
目
」
の
一
つ
と
し
て
「
決

算
不
認
定
の
場
合
の
首
長
の
対
応
措

置
」
の
検
討
を
申
し
入
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
受
け
、
地
制
調
答
申
に
あ
る

「
決
算
審
議
の
あ
り
方
」
で
は
「
議
会

が
決
算
認
定
を
せ
ず
、
そ
の
理
由
を
示

し
た
場
合
は
、
長
が
説
明
責
任
を
果
た

す
仕
組
み
を
設
け
る
べ
き
」と
さ
れ
た
。

今
回
の
法
改
正
案
で
は
「
長
は
、
決

算
が
不
認
定
と
な
っ
た
場
合
、
当
該
議

決
を
踏
ま
え
て
必
要
と
認
め
る
措
置
を

講
じ
た
と
き
は
、
議
会
へ
報
告
し
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い

る
。地

制
調
答
申
で
は
「
議
会
が
不
認
定

の
理
由
を
示
し
た
場
合
」
に
長
が
説
明

責
任
を
果
た
す
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
法
改
正
案
で
は
「
不
認
定
の
議
決

を
踏
ま
え
て
長
が
必
要
な
措
置
を
講
じ

た
と
き
」
と
な
っ
て
お
り
、
議
長
会
と

し
て
は
、
表
現
が
後
退
し
不
十
分
な
内

容
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。全

国
三
議
長
会
は
、
決
算
不
認
定
の

場
合
以
外
に
も
▽
議
員
の
責
務
を
地
方

自
治
法
上
に
規
定
す
る
こ
と
▽
議
長
に

議
会
招
集
権
を
付
与
す
る
こ
と
▽
契
約

の
締
結
、
財
産
の
取
得
処
分
に
係
る
面

積
や
金
額
要
件
を
各
自
治
体
で
独
自
に

条
例
で
定
め
る
こ
と
▽
予
算
修
正
権
の

制
約
を
見
直
す
こ
と
に
つ
い
て
「
重
点

検
討
項
目
」
と
し
て
検
討
を
申
し
入
れ

て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
法
改
正
案
に
は

盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。

「
内
部
統
制
体
制
」
創
設
・
損
害
賠

償
請
求
権
「
放
棄
禁
止
」
見
送
り
に

こ
の
ほ
か
法
改
正
案
で
は
「
地
方
公

共
団
体
の
財
務
に
関
す
る
事
務
等
の
適

正
な
管
理
及
び
執
行
を
確
保
す
る
た
め

の
方
針
の
策
定
等
」
と
し
て
「
都
道
府

県
知
事
と
指
定
都
市
の
市
長
は
、
内
部

統
制
に
関
す
る
方
針
を
定
め
、
こ
れ
に

基
づ
き
必
要
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
が
、
そ
の
他
の

市
町
村
長
は
努
力
義
務
と
さ
れ
た
。

方
針
を
策
定
し
た
長
は
、
毎
会
計
年

度
、内
部
統
制
評
価
報
告
書
を
作
成
し
、

監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
意
見

を
付
け
て
議
会
に
提
出
し
、
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
「
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損

害
賠
償
責
任
の
見
直
し
」
と
し
て
「
条

例
で
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
き
善
意

で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、

賠
償
責
任
額
を
限
定
し
て
そ
れ
以
上
の

額
を
免
責
す
る
旨
を
定
め
る
」
こ
と
を

可
能
と
し
た
。

地
制
調
答
申
で
は
「
住
民
訴
訟
制
度

の
見
直
し
」
の
中
で
「
長
や
職
員
へ
の

委
縮
効
果
を
低
減
さ
せ
る
た
め
、
軽
過

失
の
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
責
任
の

長
や
職
員
個
人
へ
の
追
及
の
あ
り
方
を

見
直
す
こ
と
が
必
要
」
と
し
て
い
た
。

一
方
「
議
会
は
、
住
民
監
査
請
求
が

あ
っ
た
後
に
、
当
該
請
求
に
係
る
損
害

賠
償
請
求
権
等
の
放
棄
に
関
す
る
議
決

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
監
査
委
員
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
」

と
し
、
地
制
調
答
申
で
指
摘
さ
れ
て
い

た
「
４
号
訴
訟
の
対
象
と
な
る
損
害

賠
償
請
求
権
の
訴
訟
係
属
中
の
放
棄
禁

止
」
は
、
法
改
正
案
に
は
盛
り
込
ま
れ

ず
見
送
り
と
な
っ
た
。
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地方自治法等の一部を改正する法律案の概要
地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、
内部統制に関する方針の策定等、監査制度の充実強化、地方公共団体の長等の損害賠償責任
の見直し等を行うとともに、地方独立行政法人について、その業務への窓口関連業務等の追
加及び適正な業務を確保するための規定の整備を行う等の措置を講ずる。

１．地方自治法等の一部改正

①　内部統制に関する方針の策定等
・都道府県知事及び指定都市の市長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必
要な体制を整備（その他の市町村長は努力義務）

・方針を策定した長は、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、議会に提出
②　監査制度の充実強化
・監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし、監査基準は、各地
方公共団体の監査委員が定め、公表

（監査基準の策定について、国が指針を示し必要な助言を実施）
・そのほか、監査制度について以下の見直しを実施
　勧告制度の創設・議選監査委員の選任の義務付けの緩和（※）・監査専門委員の創設（※）

　条例により包括外部監査を実施する地方公共団体の実施頻度の緩和（※）　　　　　等
③　決算不認定の場合における長から議会等への報告規定の整備
・地方公共団体の長等は、決算不認定の場合に、当該不認定を踏まえて必要と認める措
置を講じたときは、その内容を議会等に報告・公表

④　地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等
・条例において、長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務
を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額を限定してそれ以上の
額を免責する旨を定めることを可能に
　（条例で定める場合の免責に関する参酌基準及び責任の下限額は国が設定）
・議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に関する損害賠償請求権等の放棄に関
する議決をしようとするときは、監査委員からの意見を聴取

２．地方独立行政法人法の一部改正

①　地方独立行政法人の業務への窓口関連業務等の追加
・地方独立行政法人の業務に「申請等関係事務の処理」（転入届、住民票の写しの交付請
求の受理等のいわゆる窓口関連業務）を追加

②　地方独立行政法人における適正な業務の確保（国の独立行政法人制度改革（平成 26年度）を踏まえた改正）
・地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項の業務方法
書への記載の義務付け等を実施

３．施行期日

・１．は平成 32年４月１日（②の一部及び③は平成 30年４月１日）
　［④は各地方公共団体が定める条例の施行の日以後の長や職員等の行為に基づく損害賠償責任について適用］

・２．は平成 30年４月１日（②の一部は平成 32年４月１日）
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本紙『くまもと議長会報』休刊のお知らせ
今後はホームページで情報提供続けます！

本
紙
『
く
ま
も
と
議
長
会
報
』
は
、
本
号
を
も
っ
て
休
刊

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昭
和
61
年
に
第
１
号
が
発
刊
さ
れ
、
以
来
31
年
間
、
議
長

会
の
活
動
や
議
会
を
め
ぐ
る
動
き
な
ど
様
々
な
情
報
を
提
供

し
て
参
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
補
助
金
の
削
減
等
の
理
由
に
よ
り
、
本
会
の
財

政
は
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
事
業
費
の
削
減
に
踏
み
切
ら

ざ
る
を
得
ず
、
誠
に
残
念
で
は
あ
り
ま
す
が
、
休
刊
を
決
定

い
た
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
本
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
、
県
内
町
村

議
会
関
係
者
の
皆
様
に
、
必
要
な
情
報
を
よ
り
迅
速
に
提
供

し
て
参
り
ま
す
。

今
ま
で
長
い
間
、
会
報
作
成
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
、

そ
し
て
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

『くまもと議長会報』３１年の歴史
発刊年月 号 主な見出し 発刊年月 号 主な見出し
昭和 61.9 1 発刊にあたって 平成 12.9 29 国会も意見書提出先に
昭和 62.3 2 第 37 回定期総会　行革推進等を決議 平成 13.3 30 県下議会広報発行率 59.0％
昭和 63.3 4 各郡提出案件　行革・農産物自由化反対等を決議 平成 14.9 33 「議員派遣」を法制化

昭和 63.9 5 議員年金制度の改善を三議長会が要望 平成 16.3 36
県による合併構想策定「人口 1万人未満」法令
明記反対

平成元 .3 6 細川県知事に総会議決事項を要望 平成 16.9 37 定例会の招集回数自由に

平成元 .9 7
国営かんがい排水事業の農家負担の軽減等を県
当局に要望

平成 17.9 39 三兆円の税源移譲を確定し分権推進を

平成 2.3 8
過疎地域振興対策の推進等を決議　第 40 回定
期総会

平成 18.3 40 議員年金制度改正案まとまる

平成 2.9 9 ふるさと創生一億円事業の取り組み状況 平成 18.9 41
「道路特定財源」確保求める意見書　32町村で
可決

平成 3.3 10 本県第１回町村議会広報コンクール 平成 19.9 43 16 町村で定数削減　町村議員 500 人下回る

平成 4.3 12
町村監査委員協議会結成を推進　定期総会で決
定

平成 20.9 45
全員協議会「正規の議会活動」として位置づけ
可能に

平成 5.3 14 国会議員との自治懇談会開く 平成 22.9 49 議会広報発行 8割超える
平成 6.3 16 自治会館の新築へ　健軍神社参道通り 平成 23.3 50 「地方議会議員年金制度」廃止へ

平成 6.9 17 新制度スタート　新団体補償制度 平成 24.9 53
「通年議会」制度化・専決処分不承認で長に報
告義務

平成 7.3 18 地方議会議員の年金制度の一部改正案 平成 25.9 55 県内町村議員数 400 人下回る
平成 8.3 20 団体優勝、球磨郡　議員親善ゴルフ大会 平成 26.9 57 ホームページを開設しました！
平成 8.9 21 介護保険制度案のあらまし 平成 27.9 59 新たな地方議員年金制度　検討始まる

平成 9.3 22 親善ゴルフ大会　122 名が参加 平成 28.9 61
一日も早い被災者の生活再建を　県当局等への
要望

平成 10.3 24 深刻化する議員定数削減の動き 平成 29.3 62 本紙『くまもと議長会報』休刊のお知らせ

昭和 61年に発刊された第１号の表紙
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大津町議会議長
桐　原　則　雄

年　　齢　63 歳
議　　員　２回当選
議長就任
平成 29 年 3 月 1 日

南阿蘇村議会議長
荒　牧　俊　一

年　　齢　61 歳
議　　員　４回当選
議長就任
平成29年3月10日（再選）

西原村議会議長
宮　田　勝　則

年　　齢　53 歳
議　　員　4 回当選
議長就任
平成 28 年 9 月 26 日

氷川町議会議長
片　山　裕　治

年　　齢　57 歳
議　　員　４回当選
議長就任
平成 28 年 12 月９日

湯前町議会議長
山　下　　　力

年　　齢　68 歳
議　　員　10 回当選
議長就任
平成28年11月30日（再選）

抱　

負
町
民
の
皆
さ
ん
の
視
点
に
立
ち
、
議
会
一
丸
と

な
っ
て
、
熊
本
地
震
か
ら
の
復
旧
、
復
興
の
ス
ピ
ー

ド
を
上
げ
、
希
望
に
あ
ふ
れ
、
魅
力
あ
る
新
し
い
町

づ
く
り
の
実
現
に
全
力
で
取
り
組
み
ま
す
。

政
策
の
意
思
決
定
と
行
政
の
監
視
機
関
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
対
話
を
大
切
に
、
自
由

討
議
や
情
報
発
信
、
政
策
立
案
な
ど
、
議
会
改
革
や

透
明
性
を
高
め
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
応
援
団
と
し
て
、

身
近
で
活
力
あ
ふ
れ
る
行
動
す
る
議
会
を
め
ざ
し
努

力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

抱　

負
昨
年
４
月
の
熊
本
地
震
に
よ
り
本
村
も
甚
大
な
被
害

を
受
け
ま
し
た
。
今
後
５
年
間
を
復
旧
復
興
期
間
と
し

て
進
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
３
月
現
在
ま
で
の
復

旧
状
況
は
、
被
災
建
物
の
解
体
は
８
割
以
上
が
完
了
し

道
路
や
河
川
、
農
業
施
設
の
復
旧
事
業
が
着
実
に
進
ん

で
お
り
ま
す
。
本
年
度
は
、
復
興
元
年
と
位
置
付
け
生

活
再
建
へ
向
け
、
集
落
再
生
に
関
す
る
事
業
や
災
害
公

営
住
宅
建
設
事
業
、
上
水
道
の
本
格
復
旧
な
ど
生
活
に

密
着
し
た
事
業
が
始
ま
り
ま
す
。
議
会
も
住
民
と
協
力

し『
日
本
一
安
全
で
か
つ
安
心
な
村
』を
取
り
戻
す
べ
く
、

誠
心
誠
意
努
め
て
参
り
ま
す
。

抱　

負
本
議
会
で
は
、
平
成
29
年
を
議
会
改
革
元
年
と
位

置
付
け
、
み
ず
か
ら
の
改
革
・
改
善
を
行
う
た
め
の

「
議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

議
会
・
議
員
の
在
り
方
に
つ
い
て
総
合
的
な
見
直

し
を
行
い
、
特
に
「
議
会
力
・
議
員
力
」
の
向
上
を

図
る
こ
と
で
信
頼
を
取
り
戻
し
、
住
民
を
代
表
す
る

機
関
と
し
て
の
機
能
を
十
分
果
た
せ
る
よ
う
、
不
断

の
決
意
で
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

抱　

負
議
員
各
位
の
御
推
挙
に
よ
り
、
議
長
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

就
任
し
ま
し
た
こ
と
は
、
私
自
身
に
と
り
ま
し
て
限
り
な
い
光

栄
と
存
じ
ま
す
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
の
重
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感

じ
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

様
々
な
社
会
情
勢
の
変
化
の
中
、
地
方
創
生
で
総
合
戦
略
等
を

進
め
て
い
ま
す
。
本
町
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、

防
災
・
防
犯
対
策
の
充
実
と
、
ま
た
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
子

育
て
世
代
の
福
祉
や
道
路
行
政
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
対
し
、
着

実
に
推
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
後
と
も
議
会
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
十
分
認
識
し
、
公
正
か

つ
円
滑
な
議
会
運
営
に
努
め
る
と
と
も
に
、
本
町
の
発
展
と
町
民

福
祉
の
推
進
に
最
善
の
努
力
を
尽
く
す
決
意
で
あ
り
ま
す
。

抱　

負
議
員
各
位
の
ご
推
薦
に
よ
り
、
引
き
続
き
議
長
に

就
任
い
た
し
ま
し
た
。
身
に
余
る
光
栄
に
感
じ
る
と

と
も
に
責
任
の
重
さ
を
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

昨
年
、
発
生
し
た
熊
本
地
震
は
当
村
に
甚
大
な
被
害

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
数
多
く
の
尊
い
命
を
亡
く
し
、

主
要
道
路
の
寸
断
・
宅
地
、
農
地
等
、
生
活
の
根
幹

を
な
す
多
く
の
部
分
が
被
災
し
失
わ
れ
ま
し
た
。
今

は
議
会
・
執
行
部
そ
し
て
村
民
が
一
致
団
結
・
協
力

し
て
復
旧
復
興
へ
の
歩
み
を
進
め
て
行
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
誠
心
誠
意
努
力
す
る
所
存
で
す
。

議
長
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
つ
い
て

は
、
昨
年
９
月
か
ら
今
年
３
月

ま
で
に
就
任
さ
れ
た
方
々
を
掲

載
い
た
し
ま
し
た
。

新議長・再選議長プロフィール新議長・再選議長プロフィール
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本年度は、約15％（注）の割引となります。　（注）団体割引30％、過去の損害率による割増35％、大口割引10％を乗算しています。
事務運営費は本制度の運営に必要な費用（様式のとりまとめ、掛金の集金等）に充当しています。
※傷害総合保険と交通傷害危険のみ補償特約セット傷害総合保険がセットされたプランなので、「交通事故」の場合、傷害総合保険と交通傷害危険のみ補償特約セット傷害総合保険の両方から保険金をお支払いします。

保険金額と掛金（保険料＋事務運営費）

補 償 開 始 日 本　人 夫婦型
掛　　　　　金

新規・中途加入者の掛金（保険料＋事務運営費）

7月1日
8月1日
9月1日
10月1日
11月1日
12月1日

22,000円（保険料20,000円）
20,200円（保険料18,330円）
18,400円（保険料16,680円）
16,500円（保険料15,010円）
14,700円（保険料13,320円）
12,900円（保険料11,680円）

35,000円（保険料33,000円）
32,100円（保険料30,240円）
29,200円（保険料27,520円）
26,300円（保険料24,770円）
23,400円（保険料21,980円）
20,500円（保険料19,270円）

補 償 開 始 日 本　人 夫婦型
掛　　　　　金

1月1日
2月1日
3月1日
4月1日
5月1日
6月1日

11,000円（保険料10,000円）
　9,200円（保険料　8,330円）
　7,400円（保険料　6,680円）
　5,500円（保険料　5,010円）
　3,700円（保険料　3,320円）
　1,900円（保険料　1,680円）

17,500円（保険料16,500円）
14,600円（保険料13,740円）
11,700円（保険料11,020円）
　8,800円（保険料　8,270円）
　5,900円（保険料　5,480円）
　3,000円（保険料　2,770円）

個
人
賠
償
責
任 自転車で他人にぶつかり

ケガをさせた
飼い犬が他人に噛みついて
ケガをさせた

同居のこども・孫が
他人のものを破損した

買い物中に誤って
商品をこわした

補償の対象となる場合（例えば次のような事故によりケガをした場合、補償の対象となります。）

全国町村議会議員互助会（保険契約者） 〒102-0082　東京都千代田区一番町25　全国町村議員会館　電話 03-3264-8172

SJNK15-18159  2016年3月4日作成

●本保険制度は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社を幹事保険会社とする損害保険会社4社の共同引受であり、幹事保険会社が他の保険会社の代理・代行を行います。引受
保険会社は、各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受保険会社と引受割合については、取扱代理店までお問い合わせください。

●ご契約者以外に対象となる方（被保険者）がいらっしゃる場合には、その方にもパンフレットに記載した内容をお伝えください。
この広告は概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせください。
◎取扱代理店　株式会社まちむら　〒102-0082　東京都千代田区一番町25番地　全国町村議員会館　電話 03-3264-6830
◎幹事引受保険会社　損害保険ジャパン日本興亜株式会社　団体・公務開発部第三課　〒100-8965　東京都千代田区霞が関3-7-3　電話 03-3593-6455

制 度 の 特 長

◎ご加入のお申込みは◎
町村議会事務局まで

●町村議会議員の皆さまがご加入いただ
ける制度です。

●議会議員を退職後も、継続してご加入
いただけます。（掛金のお支払いは口座
振替となります。）
●公務中のケガから日常生活のケガま
で、国内・国外を問わず24時間補償
します。

●地震によるケガも補償します。
●加入の際、医師の診査などは不要で、
年齢に関係なくご加入いただけます。

全国町村議会議員 団体補償制度
●保険期間　毎年7月1日午後4時から1年間（随時加入できます。）
●加入資格　全国の町村議会議員等、議会事務局職員、系統町村議会議長会職員

（傷害総合保険）

（注）本人型と夫婦型は、重複して加入できません。 （保険期間 平成28年7月1日から1年間 職種級別Ａ級）年払の場合
天災危険補償特約、後遺障害等級限定補償特約（第1級～第3級）、手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット

補償内容

個人が日常の生活で、他人の身体、財物を
害し、法律上の賠償責任を負担した場合
（除く自動車事故、猟銃事故など）

交通事故
交通事故以外のケガ
交通事故
交通事故以外のケガ
交通事故
交通事故以外のケガ
交通事故
交通事故以外のケガ

加入タイプ
ケガの補償の対象者

保険料
事務運営費

掛金（保険料＋事務運営費）

死亡
後遺障害

入院

手術

通院

ケガ

個人
賠償
責任

ケガの保険

保険金額 保険金額

加入者（議員・退職議員）本人

本人型
加入者（議員・
退職議員）本人

夫婦型
配偶者

1,700万円
900万円

日額8,000円
日額4,000円

日額3,000円
日額2,000円

1,700万円
900万円

日額8,000円
日額4,000円

日額3,000円
日額2,000円

最高 5,000万円
（自己負担額 なし）

最高 5,000万円
（自己負担額 なし）

20,000円 33,000円

1,135万円
500万円

日額8,000円
日額4,000円

日額2,500円
日額1,500円

2,000円 2,000円
22,000円 35,000円

＜重 大 手 術 の 場 合＞ 入院保険金日額の40倍
＜重大手術以外の場合＞
  入院中の手術：入院保険金日額の20倍
  外来の手術：入院保険金日額の 5倍

＜重 大 手 術 の 場 合＞ 入院保険金日額の40倍
＜重大手術以外の場合＞
  入院中の手術：入院保険金日額の20倍
  外来の手術：入院保険金日額の 5倍

ケ
　
　
ガ

演説中・公務中の事故 車での移動中の事故 飛行機搭乗中の事故 スポーツ中の事故

包丁で指を切った ドアにぶつかりケガをした 階段で転んでケガをした

夫婦型の
ご加入を
おすすめ
します

加入者
（議員）
ご本人

（　　　　）夫婦型に
ご加入の場合

配偶者

および
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平成 28年

平成 29年

10. ４
10.18
～19
11. ８
11. ９
12. １
1.25
2. ７
～8
2.27
3. ８

連絡調整会議（東京・全国町村議員会館）
理事会・都道府県会長会（議員会館）

自由民主党幹部との懇談会（東京・自由民主党本部）
第 60回町村議会議長全国大会（東京・ＮＨＫホール）
理事会（議員会館）
連絡調整会議（議員会館）
理事会・全国町村議会議長会第 68回定期総会・
都道府県会長会（議員会館）
九州各県町村議会議長会協議会（熊本市）
九州各県町村議会議長会事務局長会（福岡県飯塚市）

平成 28年

平成 29年

10. ６

10. ７
10.24
10.27

11. ２
11.14

11.22
11.28
12.22

1.12

1.27
2. ３
2.15

2.17

町村議会事務局職員研修会・交流会（ホテル熊本テルサ）
講師：元衆議院法制局参事 　吉田　利宏　氏
演題：「議会からの政策提案と事務局の役割」
第 3回郡事務局長会議（熊本県市町村自治会館）
第 3回理事会議（自治会館）
熊本県町村議会議員研修会（菊陽町図書館ホール）
①講師：読売新聞東京本社編集局企画委員　青山　彰久　氏
　演題：「地方議会の課題と活性化策
　　　　‐地方創生と地方議会の役割‐」
②講師：熊本県健康福祉部長寿社会局
　　　　認知症対策・地域ケア推進課　課長　松尾　俊司　氏
　演題：「熊本県の認知症対策について」
第 2回監査会議（自治会館）
第 13回熊本県町村議会広報コンクール表彰式
町村議会広報研修会（菊陽町図書館ホール）
【クリニック＆コンクール講評】
講師：熊本日日新聞社ＮＩＥ専門委員・熊本大学客員教授
越地　真一郎　氏　ほか
第 4回郡事務局長会議（自治会館）
熊本地震に係る御見舞金目録贈呈（第 1日）
熊本地震に係る御見舞金目録贈呈（第 2日）
第 4回理事会議（自治会館）
町村議会議長研修会（自治会館）
講師：熊本大学法学部教授　伊藤　洋典　氏
演題：「地方議会の活性化には何が必要か」
第 5回郡事務局長会議（自治会館）
第 5回理事会議（自治会館）
町村新議員研修会（自治会館）
解説：本会事務局長　古家　陽介
演題：「議会の制度と運営について」
第 67回定期総会（ホテル熊本テルサ）

全国議長会・ブロック会等全国議長会・ブロック会等

本　会本　会

（平成28年10月～平成29年3月）

議 長 会 の 動 き議 長 会 の 動 き

青山　彰久　氏

吉田　利宏　氏

議会広報研修会

伊藤　洋典　氏


